
地方トラック協会拠点別　簡易型助成対応リスト アサヒリサーチ株式会社調べ

※各協会の予算状況等によっては条件等内容が変わっている場合もございます。詳細は各協会にご確認下さい。
トラック協会名 助成金額 条件

簡易型：購入価格の1/2 保有台数により台数上限が変わります

上限額：3万円/台 1台～30台　上限30台

100台～199台　上限40台

レ 200台～　上限50台

（社）青森県トラック協会
簡易型：購入金額の1/2（限度額1万円）

1事業者当たり年度初登録の保有台数の1/2基

まで（上限は20基）

簡易型：2万円まで 助成対象台数（会費算定車両数）

～19両　5台まで

20両～49両　10台まで

50両～99両　15台まで

100両～　20台まで

簡易型：購入価格の1/3 (上限15000円/台） １機当たりの上限３万円

＋全ト協助成金（併用可）

１事業者30台まで（EMS機器と一緒に申請）

レ

（社）福島県トラック協会
簡易型：上限1万5千円/基 1事業者20機まで

簡易型：助成金対象外

レ
簡易型：2分の1

レ
簡易型：助成金対象外

簡易型：装置装着費用の1/2　　上限３万円 解析機器を合わせて300万円まで

レ
車載器：対象経費の1/2 1社辺り15台まで助成可能

上限額：2万円
1台あたりの助成額に千円未満の端数が生じた

場合は切り捨てるものとする

（簡易・標準・運行管理型いずれも）
1台あたりの助成総額について、対象経費の

4/5を超えての助成は行わない

簡易型：最大1万円/台 １事業者あたり最大１０台まで

レ

簡易型：助成金対象外

レ

レ
（社）新潟県トラック協会

簡易型　1台1当たり1/2　上限5万円

簡易型：助成金対象外

簡易型：助成金対象外

簡易型：助成金対象外

レ ドラレコ貸与事業は終了（簡易型）

（社）愛知県トラック協会
簡易型：5千円 県内に本拠を置く事業用貨物自動車数まで

（社）岐阜県トラック協会
簡易型；　1台当たり1/3　上限1万円/台 １事業者当たり最大数は掲示されていない

（社）北海道トラック協会

20台

（社）岩手県トラック協会 EMS機器と併せて1事業者40機まで

（社）秋田県トラック協会

（社）東京都トラック協会

（社）山形県トラック協会

（社）宮城県トラック協会
1事業者20機まで

（社）千葉県トラック協会

（社）神奈川県トラック協会

（社）埼玉県トラック協会 会費請求台数が30台までは15器まで30台を超

える場合は1/2まで（30台上限）

（社）群馬県トラック協会

（社）栃木県トラック協会

（社）茨城県トラック協会

（社）静岡県トラック協会

（杜)山梨県トラック協会

（社）長野県トラック協会

（社）三重県トラック協会
簡易型：装置単価+取り付け費用の1/3助成

簡易型：1万円／台

簡易型：上限2万円／台

http://aotokyo.or.jp/
http://fukutora.lat37n.com/
http://www.nta.or.jp/
http://www.aitokyo.jp/
http://www.gitokyo.or.jp/
http://www.hta.or.jp/
http://www.iwatokyo.or.jp/
http://www.ata.or.jp/
http://www.totokyo.or.jp/
http://www.yta.or.jp/
http://www.miyatokyo.or.jp/
http://www.cta.or.jp/
http://www.kta.or.jp/pub/index.html
http://www.saitokyo.or.jp/
http://www.gta.or.jp/
http://www.truppy.com/
http://www.ibatokyo.or.jp/
http://www.szta.or.jp/
http://www.yta-net.or.jp/
http://www.naganota.or.jp/
http://www.santokyo.or.jp/


簡易型：助成金対象外

レ
購入価格の1/3

限度額：6万円/台

（社）福井県トラック協会
簡易型：1万円

1事業者あたり30台まで　買い替えは対象外国

交省助成との併用不可

簡易型：購入価格の1/2　上限額4万円/台 大阪府下の

自社保有台数20台

（社）兵庫県トラック協会
①簡易型　1万円　　　上限4万円/台 ①簡易型10台

（社）滋賀県トラック協会
簡易型：助成金対象外

（社）奈良県トラック協会
簡易型：助成金対象外

（社）和歌山県トラック協会
簡易型：1万円 10台

簡易型：所得価格の1/2

上限額：3万円

（社）広島県トラック協会
簡易型：1万円

ドライブレコーダーも含め１事業所100台、1

事業者500台が上限

簡易型：購入価格の1/2 車載器1台あたり購入価格の1/2の額。

上限額：2万円
ただし、2万円を限度とする。(千円未満切捨

て。）
ソフト：10万円 1会員20台を限度とする。

国の補助金との併用はできません。

1会員事業者当り10万円を限度

但し、導入費用が助成金額に満たない場合はそ

の実費とする。

（社）愛媛県トラック協会
簡易型：助成金対象外

簡易型：助成金対象外

（社）徳島県トラック協会
―簡易型：助成金対象外

（社）高知県トラック協会
車載器：1万円 10台まで

（社）福岡県トラック協会
―簡易型：助成金対象外

【簡易型】

1.5万円／台

（社）大分県トラック協会
車載器：2万円／台 会員名簿の許可台数の30％以内

（社）熊本県トラック協会
簡易型：1万円／台 ①上限10台／社

（社）宮崎県トラック協会
簡易型：1万円／台 上限15台／社

（社）富山県トラック協会

（社）京都府トラック協会
10台

（社）大阪府トラック協会

（社）石川県トラック協会
50台

簡易型　1万円/台

（社）山口県トラック協会

（社）岡山県トラック協会 ただし、1会員あたりの助成総額は150万円を

限度とする

―簡易型：助成金対象外

①簡易型購入価格の1/2　　上限1万円/台

（社）長崎県トラック協会

（社）佐賀県トラック協会

（社）香川県トラック協会

（社）島根県トラック協会

http://www.fta.jp/
http://www.hyotokyo.or.jp/
http://www.shiga-ta.or.jp/
http://narata.or.jp/
http://www.watokyo.org/
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/
http://www.eta1069.jp/
http://tokushima-truck.jp/
http://www.kochi-truck.jp/
http://www.hearty.or.jp/
http://www.ota.or.jp/
http://www.kuma-ta.com/
http://www.mta.or.jp/
http://www.toyamatrucking.or.jp/
http://www.kyotruck.jp/
http://www.truck.or.jp/
http://www.ishitokyo.or.jp/index.html
http://www.paradise-mall.co.jp/ytruck/
http://www.okayama-ta.or.jp/
http://www.nata.or.jp/
http://www.satokyo.jp/main/
http://www.kagawa-truck.jp/
http://www.shimane-torakyo.com/


（社）鹿児島県トラック協会
簡易型：3千円/台

１社あたり20台但し、国からの補助金が交付さ

れた機器は対象外。

―簡易型：助成金対象外
（社）沖縄県トラック協会

http://www.kta.jp/
http://www.okitora.ecnet.jp/

